
市政連絡会 主要施策の説明項目

都 市 整 備 局 2/2
項   目 要概

既存建築物耐震

改修工事費等補助

制度内容の充実に

ついて

(資料 13-3)

2. 金沢市では地震による木造住宅や多くの人が利用する非木造建

物の倒壊等の被害を未然に防止し、安全安心のまちづくりを進め

るため、既存建築物の耐震診断、耐震設計、耐震改修ェ事に係る

費用の∵部を補助する制度を設けています。

今年度、建物の耐震化を更に進めるため、補助制度の内容を拡

充、見直しました。

【見直し内容】

○ 木造共同住宅の耐震改修工事に対する補助上限額を増額

耐震工事   2/3補助 (上限額 60万円/戸 )

○ 非本造建築物のうち、住居系建物や地震災害時に支援物資

等の輸送路として重要な道路 (緊急輸送道路)に面した多数

の人が利用する建物に対する補助内容を充実

① 戸建住宅に対する補助

耐震診断   2/3補助 (上限額 20万円)

耐震設計   2/3補助 (上限額 10万 円)

耐震工事   2/3補助 (上限額 170万 円)

② 共同住宅に対する補助

耐震診断   2/3補助 (上限額 200万円)

耐震設計   2/3補助 (上限額 100万円)

耐震工事   2/3補助

(上限額 100万円/戸 かつ 1億円)

③ 緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断   2/3補助 (上限額 200万円)

耐震設計   2/3補助 (上限額 100万 円)

耐震工事   2/3補助 (上限額 1億円)

【補助対象となる建物の条件】

・ 昭和 56年 5月 31日 以前に完成又は新築工事に着手した

建物であること
口 適法に建築されていること

,補 助申請者が所有している建物であること

=補 助申請者に市税の滞納がないこと
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